
神戸市会活性化に向けた改革検討会　優先検討項目の各会派の考え方（マトリックス版）

民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

マスタープラン等の行政計画 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ー ー ー ○ ○ ー ー ー ー

法定受託事務 ー ○ ー ー ー ー ○ ー ー

一定額以上の出資、出えん ー ー ー ○ ー ー ー ー ー

他団体との提携、協定、交流 ー ー ○ ー ○ ー ー ー ー

その他
・人事案件の
委員会付託

・マスタープラ
ン等の素案・
中間報告

○調査権限の在り方と100条委員会

・現行通り必要 ・運用面の改
善必要

・議員個人の
調査権の明文
化

・委員会・会派
の情報請求権
の明文化

・調査権の積
極活用

・調査機関の
設置

・議員の調査
活動権限の付
与

・調査機関へ
の議員参加

・議員個人の
資料請求権

・現行通りで了 ・今後の課題 ・明文化の必
要まではない

・常任委員会
の審議で足り
る。

・委員外議員
や学識経験者
の参加

○地方自治法176条問題（議会の再議の扱い）

・現行通りで可 ・「特別拒否
権」については
自治法改正を
求めるべき

・「特別拒否
権」についての
自治法改正
は、国会に議
論を委ねるし
かない。

・「特別拒否
権」については
問題がある。

・将来の検討
課題

・法律の範囲
内で了

・今後の課題 ・地方自治法
の見直しが必
要

・執行機関側と
の調整に努め
るべき

○議決対象の拡大（地方自治法第96条第２項の活用）

審議会での内容、委員構成

別紙３
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○通年議会

・年２回の会期
とする。

・第１回定例会
を２月から６月
末、第２回定例
会を９月中頃
から１２月中頃
までとする。

・いつでも議会
が対応できる
体制を作るた
め、将来的に
は目指すべ
き。

・導入時は、年
２回の会期制
も検討に値す
るが、通常業
務に支障がで
ないようにする
べき。

・積極的な議
会での議論等
を進めていくた
めには、会期
の通年化は望
ましい。

・ただし、効果
的、効率的な
議会運営に努
めるべきであ
る。

・デメリットとし
ては、一事不
再議の取り扱
いや当局側の
日程、業務に
与える影響な
どがある。

・これらの点も
含めて、市民
の政治参加、
議会への関心
を高めるのに
つながるのか
どうかという点
から議論する
ことが必要。

・参考人招致
や公聴会の開
催は今のまま
でも実現は可
能

・賛成であり、
まず前段階と
して、定例会招
集を２回にあら
ため、議事運
営の効率化を
目指すべき。

・会期等の見
直しに関する
検証検討プロ
ジェクト会議を
設置し、討議
すべき。

・職員とのコン
センサスを図
る。

・若干の期間
延長をして、専
決処分の減少
を図るべき。

・市長にしかな
い市会開会権
については、
余り改善の必
要性を感じな
い。

・議会が機動
的に活動でき
るためには、
長期間の会期
設定、あるい
は通年議会を
導入するべき。

・原則的には
賛成。

・できる限り専
決処分がない
よう、議会
チェックが出来
る機会を担保
するべき。

・通年議会とす
るべき。
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○本会議における質疑の在り方

・原則導入 ・導入すべき ・質疑者の自
由に委ねる。

・早急に導入
すべき

・賛成 ・原則禁止 ・質疑者の選
択に委ねる。

・議員の求め
に応じて採用
すべき

・質問者の選
択に委ねる。

反問権

・質問趣旨の
確認

・質問趣旨の
確認 ー

・現状では適
当ではない

・将来的に検
討

・将来的な課
題

・付与すべき ・論点整理の
ためなら可

・認めるべき

議員間討議

・一定の制限
を設けながら
導入

・特別に設置
する委員会で
は有効

ー

・意見書や政
策提起などの
場合には有効

・委員長報告
の際に導入

・本会議ではな
く委員会で導
入

・「検討会」の
ような場で導
入

・採用すべき ・議員提案議
案以外は不要

・制度化の必
要はない。

その他

・一般質疑・一
般質問制度の
創設

・厳格な質疑
時間管理

ー

・答弁時間と質
問時間の分離

・答弁時間内
であれば何度
でも質疑等可
能

・質疑等時間
の延長と答弁
時間からの分
離

・一般質問の
導入

ー

・答弁時間と質
問時間の分離

・一般質問の
導入

・（通年議会と
し）本会議を２
～３日間とする
など審議の充
実を図る。

一問一答
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○委員会活動の活性化

テーマ設定

・重要なテーマ
を複数設置し、
政策検証など
を通じ、市民の
意見反映等が
できるシステム
を創る。

・かえって議論
が狭くなる可
能性があり注
意が必要

・委員会独自
の調査、それ
に基づく政策・
条例提案など
の議員相互の
活発な議論

・テーマ以外の
質疑も必ず保
障すべき

・テーマ設定に
当たっては委
員全員での検
討が必要

・期間を決めて
特定のテーマ
を集中的に議
論

・定期的に当
局を除いた「議
員間討議」の
実施

・一つのテーマ
を掘り下げて
いく姿勢は重
要

・十分な日程を
確保しつつ、委
員会ごとに研
究テーマを設
定

・議員間討議も
導入

・従来通り、臨
機応変でよい

・賛成

その他

・担当部局の
業務内容ごと
に審議や討
論、質問などを
実施

・課長以上の
出席で可

・所管する出先
機関を４年間
の任期ですべ
て視察し、状況
を把握するとと
もに改善点を
示す。

・理念的、宣言
的規定として
議会基本条例
に盛り込むこと
も可能

・外特委の審
査対象を常任
委員会にまわ
し、外特委で
は、現在審査
対象外となっ
ている出資比
率50%未満の
団体を対象と
する。

・「区政特別委
員会」等を設
置することによ
り地域の行政
に議会がもっと
関与する。

・資料配布時
期は、委員会
開催の２週間
前を目指すべ
き。

・委員会資料
については事
前にネットで公
開し、市民も共
有すべき。

・「検討会」と
いった議員間
討議の場所作
りを行い、テー
マに応じた議
員間討議の機
会を増やす。

・議員間討議
については、
時間経過には
ある程度の限
界をつけ、最
後は多数決採
決を行う。

・一問一答方
式を推進する
とともに、反問
権については
認める方向で
検討

・質疑・質問時
間と答弁時間
の管理を分け
る。

・委員会資料
の１週間前配
布に賛成

・外特委の審
査対象につい
ては現行通り
で可

・委員会につい
ては、月２～３
回開催してもよ
い。

・委員会の質
問順について
は抽選制とす
る。

・全会一致で
採択した請願・
陳情について
は、その処理
経過を毎月で
も委員会で報
告させるべき。

・執行機関の
答弁について
局長以外にも
広げるべき。

・（通年議会と
し）委員会の総
括質疑を２～３
日間とするな
ど審議の充実
を図る。

4



民主党 自由民主党 公明党 日本共産党 みんなの党 自民党神戸 新社会党 住民投票☆市民力 たちあがれ日本

・予算編成過
程について
は、執行機関
が議員に情報
公開し、議員
が議論に加わ
ることができれ
ばよい。

・予算に議会
の政策と事業
がもっと反映で
きる仕組みが
必要である。

・予算編成に
関与できる環
境を整えるた
め、「仮称：政
策立案委員
会」的な委員
会を立ち上げ
る。

・予算・決算
等、当局にお
ける意思決定
過程に議会が
関与できるよう
にする。

・議会の政策
立案能力を高
めることがなに
より重要であ
る。

・これらの情報
開示について
は、執行機関
は特段の事情
がない限り、当
然、真摯に応
えるべき。

・議会基本条
例の制定に際
しては、議会が
執行機関に求
める情報請求
権として明記
することも必
要。

・予算の編成
過程はもちろ
ん、各施策に
ついても確定
に至る経過の
透明化が求め
られる。

・議会への情
報開示はもち
ろんのこと、各
議員、会派が
求める情報、
資料について
も迅速な対応
が必要。

・これらの情報
開示は必要不
可欠。

・予算要求内
容を１２月議会
に事前開示
し、質疑を経て
予算原案に対
する議会として
の意見を市長
に提出する。

・こうした手続
きを経た後、改
めて市長が３
月議会で予算
案を上程する。

・予算編成過
程開示の必要
性は認められ
ない。

・むしろ、予算
編成を前に「予
算教書」を議
会から市長に
提出し、その
後に市長より
提出された予
算案を、その
教書と比較す
ることにより、
チェック機能の
強化を図る。

・例えば、９月
市会終了と同
時に「予算教
書検討会」を
開会するなど、
別項（政策立
案・提言機能）
にて議論して
ほしい。

・政策水準の
一層の向上を
図り、審議を深
められるよう、
必要かつわか
りやすい情報
開示に努める
べき。

・これは「議会
改革」というよ
り、むしろ「行
政改革」の一
環として当局
に進めてもら
いたい。

・特に、予算編
成過程の「見
える化」は、行
政の説明責任
を果たす観点
で、さらに積極
的に進めてほ
しい課題であ
る。

・「選択と集中」
については、ど
のような複数
の考え方から
どういう理由で
選択したの
か、その具体
的な過程につ
いて、もっと思
い切った情報
開示を進める
べき。

・会派の予算
要望について
は、文書による
やりとりは確保
すべきである。

・逆に、議員に
しか入ってこな
い情報もあり、
双方の情報の
非対称性を解
消する必要が
ある。

○予算編成過程や議案の賛否のための情報
開示
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